
 

総掲示第 ２ 号 

 

公 示         

 

 関税法第 69条第１項の規定に基づく輸出入貨物の検査場所を指定する公示（平成５年総

掲示第 23号）を下記のとおり改正し、令和５年７月１日から適用することとしたので、公

示する。 

 

  令和５年６月 26日 

 

                      横浜税関長    源新 英明 

 

記 

 

１ 横浜税関管内（支署長が指定する区域を除く。）の検査場所は、次に掲げる場所とする。 

⑴ 税関官署構内 

⑵ 保税地域（指定保税地域岸壁にけい留された本船及びはしけ並びに横浜市鶴見区大

黒町所在の大黒運河バージ・プール大黒倉庫公共貨物積卸場岸壁にけい留されたはし

けを含む。） 

⑶ 大さん橋国際客船ターミナル内、新港ふ頭客船ターミナル内及び大黒ふ頭客船ター

ミナル内税関旅具検査場（携帯品等旅具通関貨物に限る。） 

⑷ 海上自衛隊厚木航空基地内（携帯品等旅具通関貨物に限る。） 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条

約（昭和 55 年８月条約第 25 号）附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種（同条約

第15条３及び第23条２の規定により日本国が留保を付しているものを除く。）の標本（同

条約第１条（ｂ）に規定する標本をいう。）に該当する輸入貨物に係る横浜税関管内（支

署長が指定する区域を除く。）の検査場所は、次に掲げる場所とする。 

⑴ 本関及び川崎外郵出張所の官署構内 

⑵ 横浜市内及び川崎外郵出張所管轄区域内の保税地域 

⑶ 大さん橋国際客船ターミナル内、新港ふ頭客船ターミナル内及び大黒ふ頭客船ター

ミナル内税関旅具検査場（携帯品等旅具通関貨物に限る。） 

 


